
○四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成１３年３月２７日

条例第１号

改正　平成１８年１２月２２日条例第３５号

平成２０年９月２９日条例第３１号

平成２５年１２月２６日条例第４２号

（趣旨）

第１条　この条例は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号。以下

「法」という。）第１０条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場（以下「墓地等」

という。）の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（定義）

第２条　この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

（経営許可の申請）

第３条　法第１０条第１項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に

提出しなければならない。

(1)　申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

(2)　墓地等の名称

(3)　経営の計画

(4)　墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(5)　墓地等の構造

(6)　工事の着手及び完了の年月日

（変更許可の申請）

第４条　法第１０条第２項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に

提出しなければならない。

(1)　申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務
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所の所在地）

(2)　墓地等の名称

(3)　変更後の経営の計画

(4)　変更に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(5)　変更後の墓地等の構造

(6)　変更に係る工事の着手及び完了の年月日

(7)　変更の理由

（廃止許可の申請）

第５条　法第１０条第２項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に

提出しなければならない。

(1)　申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

(2)　墓地等の名称

(3)　廃止に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(4)　廃止の理由

（事前協議）

第６条　法第１０条第１項又は第２項の規定による墓地又は納骨堂の経営又は変更の

許可の申請をしようとする者（地方公共団体を除く。）は、規則で定めるところに

より、墓地又は納骨堂の工事着手前に墓地又は納骨堂の計画について市長と協議し

なければならない。ただし、既に経営している墓地又は納骨堂の区域又は施設を縮

小する場合は、この限りでない。

（説明会の開催）

第６条の２　墓地の経営の許可を申請しようとする者は、規則で定める区域に係る住

民及び土地又は建築物の所有者又は使用者（以下「関係住民等」という。）に対し、

計画の内容を周知するため、規則で定める場合を除き、説明会を開催しなければな

らない。

２　墓地の経営の許可を申請しようとする者は、前項の規定により説明会を開催した

ときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
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（平２５条例４２・追加）

（関係住民との協議）

第６条の３　関係住民等は、墓地等の経営又は変更の計画について、墓地の経営の許

可を申請しようとする者に対し意見を述べることができる。

２　墓地の経営の許可を申請しようとする者は、前項の規定により意見を述べた関係

住民等と協議しなければならない。

３　墓地の経営の許可を申請しようとする者は、前項の規定により協議を行ったとき

は、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。

（平２５条例４２・追加）

（許可等の通知）

第７条　市長は、法第１０条第１項又は第２項の規定による許可をしたとき、又は許

可をしないこととしたときは、規則で定めるところにより、申請者に通知しなけれ

ばならない。

（許可の基準）

第８条　市長は、法第１０条第１項の規定による墓地の経営の許可の申請があった場

合において、当該申請に係る墓地の経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当

該墓地が次条から第１１条まで及び第１５条に規定する基準に適合していると認め

られるときでなければ、同項の規定による許可をしてはならない。

(1)　地方公共団体が経営しようとするとき。

(2)　宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第４条第２項に規定する宗教法人で

主たる事務所を市内に有するもの（以下「市内宗教法人」という。）が同法第２

条に規定する目的のために行う活動として永続的に自己の所有地（規則で定める

場合以外の場合にあっては、当該市内宗教法人の事務所が存する境内地（同法第

３条に規定する境内地をいう。以下同じ。）又はこれに隣接する土地を含む土地

の区域に限る。）に設置した墓地を経営しようとするとき。

(3)　公益社団法人又は公益財団法人で主たる事務所を市内に有するもの（以下「市

内公益法人」という。）が永続的に自己の所有地（規則で定める場合以外の場合

にあっては、当該市内公益法人の事務所が存する敷地又はこれに隣接する土地を

含む土地の区域に限る。）に設置した墓地を経営しようとするとき。
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(4)　自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引

き継いで経営しようとするとき。

(5)　災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された

墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場

合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。

２　市長は、法第１０条第１項の規定による納骨堂の経営の許可の申請があった場合

において、当該申請に係る納骨堂の経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当

該納骨堂の施設が第１２条及び第１５条に規定する基準に適合していると認められ

るときでなければ、同項の規定による許可をしてはならない。

(1)　地方公共団体が経営しようとするとき。

(2)　市内宗教法人が宗教法人法第２条に規定する目的のために行う活動として自己

の所有地（規則で定める場合以外の場合にあっては、当該市内宗教法人の事務所

が存する境内地又はこれに隣接する土地を含む土地の区域に限る。）に設置した

納骨堂を経営しようとするとき。

(3)　市内公益法人が自己の所有地（規則で定める場合以外の場合にあっては、当該

市内公益法人の事務所が存する敷地又はこれに隣接する土地を含む土地の区域に

限る。）に設置した納骨堂を経営しようとするとき。

３　市長は、法第１０条第１項の規定による火葬場の経営の許可の申請があった場合

において、当該申請に係る火葬場の経営が地方公共団体によるものであり、かつ、

当該申請に係る火葬場が第１３条から第１５条までに規定する基準に適合している

と認められるときでなければ、同項の規定による許可をしてはならない。

４　市長は、法第１０条第２項の規定による墓地の区域の変更の許可の申請があった

場合において、当該変更により墓地となる区域の経営が当該変更をする前の経営と

一体性を有するものとして規則で定める要件に該当し、かつ、次の各号に掲げる場

合にあっては、それぞれ当該各号に規定する基準に適合していると認められるとき

でなければ、同項の規定による許可をしてはならない。

(1)　当該変更により新たに墓地となる区域がある場合　当該墓地が次条から第１１

条までに規定する基準に適合していること。

(2)　当該変更により墓地でなくなる区域がある場合　当該区域における改葬が完了
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していること。ただし、引き継いで法第１０条第１項又は第２項の許可を受けて

経営する者がある場合は、この限りでない。

５　市長は、法第１０条第２項の規定による納骨堂又は火葬場の施設の変更の許可の

申請があった場合において、当該申請に係る施設が第１２条から第１５条までに規

定する基準に適合していると認められるときでなければ、同項の規定による許可を

してはならない。

６　市長は、法第１０条第２項の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請が

あった場合において、当該申請に係る墓地又は納骨堂の改葬が完了していると認め

られるときでなければ、同項の規定による許可をしてはならない。ただし、当該申

請に係る墓地又は納骨堂を引き継いで法第１０条第１項又は第２項の許可を受けて

経営する者がある場合は、この限りでない。

（平１８条例３５・平２０条例３１・一部改正）

（墓地の環境基準等）

第９条　墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1)　河川又は湖沼から墓地までの距離は、２０メートル以上であること。

(2)　住宅等（住宅、学校、保育所、図書館、博物館、公民館及び病院並びにこれら

の敷地をいう。以下同じ。）から墓地までの距離は、１００メートル以上である

こと。

(3)　墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地で

あること。

(4)　前３号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土

地であること。

(5)　焼骨のみを埋蔵する墓地で、かつ、規則で定める同意を示す書類が提出された

場合であって、公衆衛生その他の公共の福祉の見地から支障がないと市長が認め

るときは、第２号の規定は適用しない。

２　前項の規定にかかわらず、災害の発生又は公共事業の実施により墓地を移転する

ことが必要であり、かつ、その移転する場所が公衆衛生上支障がないと市長が認め

る場合は、同項第２号の規定を適用しない。

３　第１項の規定にかかわらず、墓地の設置後において、河川又は湖沼の改修等によ
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り同項第１号に規定する距離内に当該墓地が存することとなった場合及び当該墓地

の経営者以外の者が同項第２号に規定する距離内に住宅等を設置した場合において、

公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、同項第１号及び第２号の規定を適用

しない。

（平２５条例４２・一部改正）

（墓地の施設基準）

第 10条　墓地の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1)　墓地の境界に接し、その内側に幅３メートル以上の緑地帯を設け、かつ、当該

墓地の境界から３メートル以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないよう

に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、墓地の区域の面積が

１,０００平方メートル未満の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓地の境界か

ら墳墓が見えないように高さ１.８メートル以上の障壁等を設けるものについては、

この限りでない。

(2)　墓地の出入口には、門扉を設けること。

(3)　墓地の区域内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員

が１メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。

ただし、墳墓の構造、配置等により宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市

長が認める場合は、この限りでない。

(4)　墓地の区域内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないように

すること。

(5)　墓地の区域内には、便所、使用水の施設及び管理事務所を設けること。ただし、

墓地の利用者が使用できる便所、使用水の施設及び管理事務所が近くにあり、宗

教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(6)　墓地の区域内には、墓地の墳墓数に０.０５を乗じて得た数（当該数に１未満の

端数が生じたときは、これを切り上げた数）以上の駐車台数を有する駐車場を設

けること。ただし、土地の形状その他特別の事由によりやむを得ないと市長が認

める場合は、この限りでない。

（平１８条例３５・平２０条例３１・一部改正）

（３,０００平方メートル以上の墓地の基準）
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第 11条　墓地の区域の面積が３,０００平方メートル以上の墓地は、前２条（前条第５

号を除く。）に規定するもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。

ただし、拡張することにより３,０００平方メートル以上の面積となる場合で、宗教

的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(1)　前条第１号に規定する障壁又は密植したかん木の垣根等に接し、その内側に次

の表の左欄に掲げる墓地の区域の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の

緑地帯を設けること。ただし、土地の形状及び墳墓の配置状況により宗教的感情

上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合で、当該緑地帯の面積と同面積

の緑地を墓地の区域内に設けるときは、この限りでない。

墓地の区域の面積 緑地帯の幅

3,000平方メートル以上 4,000平方メートル未満 1メートル以上

4,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 2メートル以上

5,000平方メートル以上 6,000平方メートル未満 3メートル以上

6,000平方メートル以上 7,000平方メートル未満 4メートル以上

7,000平方メートル以上 8,000平方メートル未満 5メートル以上

8,000平方メートル以上 9,000平方メートル未満 6メートル以上

9,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 7メートル以上

10,000平方メートル以上 8メートル以上

(2)　墓地の区域内の主要な通路の幅員は、３メートル以上とすること。ただし、１

０,０００平方メートル以上の墓地にあっては、墓地の区域内の主要な通路のうち

幹線となる通路の幅員は、６メートル以上とすること。

(3)　墓地の区域内には、管理事務所を設け、墓地の利用者が使用しやすい位置に便

所、使用水の施設、休憩所等を配置すること。

（平１８条例３５・平２０条例３１・一部改正）

（納骨堂の施設基準）

第 12条　納骨堂の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1)　納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん

木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設

と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。
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(2)　納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(3)　納骨堂には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。ただ

し、納骨堂の利用者が使用できる便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所が

近くにあり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、こ

の限りでない。

２　前項に定めるもののほか、納骨装置の存する建物（前項第１号ただし書に規定す

る納骨堂にあっては、当該納骨堂）は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1)　耐火構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。

(2)　内部には、除湿装置を設けること。

(3)　出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所

の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでな

い。

（火葬場の環境基準等）

第 13条　火葬場は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1)　住宅等から火葬場までの距離は、１００メートル以上であること。ただし、公

衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(2)　火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

２　前項の規定にかかわらず、火葬場の設置後において、当該火葬場の経営者以外の

者が、同項第１号に規定する距離内に住宅等を設置した場合において、公衆衛生上

支障がないと市長が認めるときは、同号の規定を適用しない。

（火葬場の施設基準）

第 14条　火葬場の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1)　火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。

(2)　火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(3)　火葬場の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。

(4)　火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気の汚染防止について、十分な能力を

有する排ガス再燃焼装置等を設けること。

(5)　火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。

(6)　火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
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(7)　火葬場には、灰庫を設けること。

(8)　火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

（基準の適用除外）

第 15条　墓地等を引き継いで経営しようとする場合において、土地の状況、墓地等の

構造その他の特別の事情があり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が

認めるときは、第９条から前条までの規定を適用しない。

（都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出）

第 16条　法第１１条第１項及び第２項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は

廃止の許可があったものとみなされるときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、そ

の許可があったものとみなされることとなった後速やかに、次に掲げる事項を記載

した届出書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならな

い。

(1)　届出者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

(2)　都市計画事業等の名称

(3)　墓地又は火葬場の名称

(4)　墓地又は火葬場の用地の所在、地番、地目及び面積

(5)　墓地又は火葬場の構造

(6)　工事の着手予定及び完了予定の年月日

（変更の届出）

第 17条　墓地等の経営者は、第３条又は第４条の規定により提出した申請書に記載し

た事項又は前条の規定により提出した届出書に記載した事項に変更が生じたときは、

速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書に変更を証する書類を添付して、市長

に提出しなければならない。

(1)　届出者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

(2)　墓地等の名称

(3)　墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(4)　変更の内容
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(5)　変更年月日

(6)　変更の理由

（経営者等の責務）

第 18条　墓地等の経営者及び法第１２条に規定する管理者（以下「経営者等」とい

う。）は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)　経営者等は、墓地等の周辺住民等との間で紛争が生じたときは、誠意をもって

自主的に解決するように努めなければならない。

(2)　墓地等の管理運営は、経営者等が行うこと。ただし、付随的な事務を委任する

場合は、この限りでない。

(3)　墓地等は、常に清潔を保持し、施設が破損した場合は、速やかに修理すること。

(4)　墓地の区域の面積が３,０００平方メートル以上の墓地にあっては、当該墓地の

出入口等利用者の見やすい位置に、規則で定める事項を規則で定める方法により

表示すること。

(5)　火葬場における残骨は、宗教的感情上及び公衆衛生上支障のないように取り扱

うこと。

（委任）

第 19条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成１３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の際、千葉県墓地の経営の許可等に関する条例（昭和５９年千葉

県条例第１８号）により、千葉県知事が行った現に効力を有する行為又は千葉県知

事に対して行われた行為は、この条例の相当規定によって市長が行った行為又は市

長に対して行われた行為とみなす。

３　この条例の施行の際現に存する墓地等については、当該墓地等の区域又は施設を

変更する場合を除き、第９条から第１４条までの規定を適用しない。

附　則（平成１８年条例第３５号）

（施行期日）
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１　この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この条例による改正後の四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例（以下「新

条例」という。）の規定は、この条例の施行の日以後に第６条の規定による協議の

申出があった墓地又は納骨堂について適用し、同日前に第６条の規定による協議の

申出があった墓地又は納骨堂については、なお従前の例による。

３　この条例の施行の際現に墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）

第１０条第１項又は第２項の許可を受けている墓地に係る基準の適用については、

新条例第１０条第１号及び第７号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則（平成２０年条例第３１号）

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２０年１２

月１日から施行する。

（経過措置）

２　第１条の規定による改正後の四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例の規定

は、この条例の施行の日以後に四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例第６条

の規定による協議（以下「事前協議」という。）の申出があった墓地又は納骨堂に

ついて適用し、同日前に事前協議の申出があった墓地又は納骨堂については、なお

従前の例による。

附　則（平成２５年条例第４２号）

（施行期日）

１　この条例は、平成２６年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２　改正後の条例の規定は、施行日以後に第６条の規定による事前協議（以下「事前

協議」という。）が成立した墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８

号）第１０条第１項の許可申請（以下「申請」という。）について適用し、施行日

の前までに事前協議が成立した墓地等に係る申請については、なお従前の例による。
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